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松戸市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例(案)に盛り込む予定の内容

1. 制定理由

介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下、「省令」とする。）
の改正（令和６年４月1日施行）に伴い、地域包括支援センターの人員の配置基
準について、所要の改正を行うため。

※省令改正に伴う条例改正について、最長１年間猶予する経過措置が設けられている

2. 条例改正の概要について

地域包括支援センターの人員の配置基準について、現行では省令に従い具体
的な基準を定めているが、省令改正を機に、省令に定める基準を適用する規定
に改正するもの。

3. 省令改正の概要について

これまでの配置基準を原則とした上で、運営協議会が必要と認める場合には、

〇常勤換算方法により配置基準を満たすことが認められる

〇複数のセンターが担当する地域の高齢者人口を合算し、3職種を地域の実情

に応じて配置することを可能とする
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出典 厚生労働省 令和６年度地域支援事業実施要綱等改正の概要


